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運動重点

子どもと高齢者の交通事故防止

自転車の安全な利用の促進

飲酒運転の根絶
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実施機 関等 で は

●地域、関係団体等と連携、協力し、参加・体験 。実

践型の交通安全教室の開催を促進しましょう。

●朝礼、研修などの機会を利用し、交通事故の発生状

況に関する情報提供を行う等、交通事故防止に関す

る啓発活動を推進しましょう。

●地蔵盆や夏祭りなど、地域で行うイベントを通じて、

身近なところから、交通事故をなくすための取り組

み (広報啓発)を行いましょう。

●ポスターやチラシの作成、提示など、積極的な広報

活動に努めましょう。

家庭等では

●自治体や警察、関係機関・団体等が開催する交通安

全教室やイベントヘ積極的に参加しましょう。
●地域 (家庭や学校等)の中で、身近な交通の危険に

ついて話し合い、交通事故に遭わないためのポイン

トについて確認しましょう。

幸 子どもと高齢者の交通事故防止
●実施機関等では、保護者、保育士、教師等との連携に

より、子どもと保護者が一緒に学ぶ交通安全教室等を

開催して、子どもの安全な通行方法に関する理解を深
めましょう。

●実施機関等では、加齢に伴う身体機能の低下を高齢者
自身に認識してもらう取り組みを実施するとともに、

高齢者に対しては、地域性に応じた効果的な交通安全
に関するアドバイスをしましょう。

÷飲酒運転の根絶
●家庭や職場では、「飲酒運転の危険性」、「社会的責任
の重大さ」、「命の尊さ」等を話題に取り上げ、飲酒運

転の根絶に努めましょう。
●実施期間等では、「ハンドルキーパー運動」を広報す

るとともに、酒類販売店・提供店に参加を呼びかけ、

地域ぐるみで飲酒運転を許さない環境づくりを促進し

ましょう。

幸 自転車の安全な利用の促進

●家庭等では、安全な自転車の乗り方 (「 自転車安全利用

五則」等の基本ルール)を再確認するとともに、自転

車の整備 。点検を行いましょう。

●家庭等では、 6歳未満の幼児を同乗させるときには、

必ずヘルメットを着用させましょう。
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